
フ
　
レ
デ
リ
ヅ
ク

二
世
の
政
治
學
説
（
下
）

文
學
士
中
村
善
太
郎

六
　
君
主
論

　
銑
に
第
四
項
に
述
べ
し
如
く
フ
レ
デ
ジ
ッ
ク
は
國
家
及

び
主
権
の
起
源
を
鮭
會
契
約
に
蹄
し
、
君
主
は
國
家
の
一

有
司
な
り
ご
説
け
る
も
、
更
に
進
み
で
、
古
來
學
者
の
論

難
す
る
主
権
の
所
在
、
君
桑
子
の
本
質
に
就
き
て
は
深
く

論
及
す
る
所
な
し
、
帥
ち
ホ
ソ
ブ
ス
の
説
を
襲
ひ
、
君
主

を
以
て
契
約
當
事
者
に
非
ざ
る
を
楯
こ
し
、
固
有
の
唐
然

権
を
保
持
し
、
而
も
各
個
人
よ
り
譲
号
せ
ら
れ
し
椹
利
を

一
身
に
集
め
、
手
直
灌
塔
刀
を
振
ふ
レ
ヴ
イ
ァ
タ
ン
ご
漸
言

す
る
勇
氣
な
く
、
ま
た
時
代
思
潮
に
順
雁
幽
し
て
、
主
樺
在

民
説
を
承
認
す
る
は
、
其
の
境
遇
上
到
底
聾
し
得
ざ
る
所

　
　
　
第
九
谷
　
研
究
　
フ
ソ
デ
可
ソ
ク
ニ
世
の
欧
泊
學
観

な
る
べ
し
。
然
れ
ざ
も
彼
の
實
際
政
治
を
掘
る
に
、
明
瞭

に
絶
醤
主
樫
を
掌
握
せ
る
專
制
君
主
に
し
て
、
萬
機
を
総

掩
し
、
内
治
、
外
交
、
財
政
、
軍
事
に
至
る
ま
で
、
膚
ら

立
案
し
自
ら
執
行
し
、
諸
種
の
會
議
や
大
臣
等
は
、
唯
一

種
の
諮
詞
機
關
に
止
ま
り
、
其
の
美
言
を
禦
食
す
る
も
の

な
く
、
ま
π
入
民
を
し
て
全
く
政
治
に
容
壕
せ
し
め
す
♪

孔
子
の
所
謂
「
民
指
使
由
之
、
不
可
使
知
之
」
（
忌
避
第
八
）

に
類
す
る
方
針
を
ご
り
、
啓
蒙
化
せ
ら
れ
し
専
制
政
治
の

標
語
た
る
「
凡
て
を
人
民
の
爲
め
に
但
し
人
民
を
し
て
何

事
を
も
」
の
模
範
を
示
せ
う
。
彼
は
「
マ
キ
ァ
ヅ
ェ
ヅ
駁
論
」

第
二
十
二
章
に
㈲

　
鱈
主
に
二
種
あ
り
。
｝
は
賢
主
自
ら
政
を
執
り
，
二
は
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
入
九
　
（
四
三
九
）



　
　
　
第
九
巻
　
班
究
　
フ
レ
デ
リ
ジ
グ
ニ
世
の
殴
治
學
観

　
　
宰
相
に
依
頼
す
る
も
の
な
り
。
前
者
は
氏
家
の
精
紳
に
て
、
ア

　
　
ト
ラ
ス
が
地
球
を
瑠
・
即
如
く
、
君
主
自
ら
政
府
の
重
荷
を
賛
ひ
、

　
　
紳
が
明
智
に
よ
り
、
意
の
如
く
に
人
間
を
治
む
る
に
な
ら
ひ
，

　
　
君
主
は
明
敏
奮
闘
の
精
紳
を
以
て
、
其
の
計
書
を
實
行
す
。
此

　
　
揚
合
、
宰
相
は
賢
明
な
る
君
主
の
手
に
あ
る
機
械
ε
い
ふ
べ
し
。

　
　
後
者
は
君
主
が
平
明
を
鋏
き
し
場
合
に
て
、
こ
れ
が
凋
め
國
家

　
　
嚢
へ
む
霊
す
る
際
、
國
家
は
宰
相
の
賢
明
ε
敏
活
に
依
損
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ア
ン
ト
エ
ヘ
ネ
ス
ツ
セ
レ
ル

　
　
此
際
無
石
蝋
土
は
影
に
渦
㎜
ポ
d
ざ
呼
な
2
6
D
「
必
編
次
な
る
影
」
な
・
り
・
。
蓋
p
し

　
　
君
主
は
國
家
を
代
表
す
る
を
鞭
て
な
り
。
唯
願
ふ
所
は
宰
相
の

　
　
入
選
に
あ
り
。

ご
。
但
し
訂
正
以
前
の
「
マ
キ
ヤ
ヅ
ェ
ソ
駁
論
」
に
は
禰

　
　
君
主
無
能
の
混
め
宰
相
代
っ
て
支
配
す
る
時
は
、
君
主
は
君
圭

　
　
　
フ
ア
ン
ト
ロ
ム
　
ベ
ン

　
　
の
無
用
な
る
影
に
し
て
、
宰
相
は
有
用
な
る
も
、
君
主
は
不
用

　
な
り
σ

ε
言
へ
り
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
君
主
政
治
に
此
の
二
種

の
形
態
あ
る
を
認
め
た
り
。
．
即
ち
君
主
親
政
ご
、
潜
主
は

唯
震
臨
し
、
宰
相
政
を
振
す
る
も
の
こ
な
う
。
第
二
の
場

合
は
佛
蘭
西
の
ル
イ
十
三
世
及
び
〃
イ
十
四
世
の
初
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
〇
　
（
四
四
〇
）

於
け
る
ソ
シ
ゥ
ジ
ュ
ー
・
マ
ザ
レ
ソ
の
政
治
の
如
き
も
の
に

し
て
、
國
家
に
は
、
隣
家
寧
ろ
一
家
の
灌
威
を
代
表
す
る

君
主
ご
、
實
際
政
樫
を
掌
握
す
る
宰
相
の
併
狂
す
る
も
の

な
り
。
配
れ
ざ
も
7
レ
デ
リ
ソ
ク
は
此
の
種
の
君
主
政
治

を
推
賞
す
る
も
の
に
非
ざ
る
事
は
「
影
」
の
一
語
を
以
て
明

瞭
こ
い
ふ
べ
く
、
君
主
が
幼
沖
な
る
か
又
は
暗
愚
に
し
て

政
を
親
ら
す
る
能
は
ざ
る
際
、
臨
機
の
早
書
方
法
ご
考
ふ

る
に
過
ぎ
す
。
ま
た
「
政
府
の
形
態
及
び
霜
主
の
義
務
に

關
す
る
論
」
の
中
に
も
㈲

　
君
主
寵
幸
者
に
政
治
を
委
任
す
る
時
は
、
君
寵
を
縛
み
て
不
正

　
を
行
ひ
，
俵
人
を
保
護
し
、
悪
行
行
は
れ
ざ
る
な
く
、
ま
た
君

　
主
政
治
を
怠
り
、
こ
れ
を
大
臣
等
に
委
任
す
る
時
は
、
彼
等
は

　
猫
創
の
才
を
示
し
塞
想
を
實
現
す
る
爲
め
、
先
任
者
の
施
設
に

　
し
て
、
完
成
し
ま
た
當
を
得
た
る
も
の
ε
難
，
こ
れ
を
破
写
し
て

　
顧
る
所
な
く
，
か
・
る
縄
え
ざ
る
平
更
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
弊
を

　
生
じ
、
両
家
の
基
礎
を
培
養
す
る
暇
な
か
ら
し
む
。
加
ふ
る
に
、

　
彼
等
は
公
共
の
幸
福
に
留
意
せ
す
、
唯
私
傭
に
騒
ら
れ
、
怠
慢

　
ま
た
は
冷
淡
に
流
れ
、
ま
た
大
臣
將
軍
等
が
、
各
欲
す
る
所
に
從



　
ふ
時
は
、
統
扁
全
く
失
は
れ
、
各
個
人
の
利
害
扁
致
せ
ざ
る
爲

　
め
、
公
共
の
砂
利
も
行
は
れ
す
，
逡
に
は
君
民
利
害
の
衝
突
を

　
見
る
に
至
る
。
（
大
意
）

ご
い
ひ
、
寵
幸
者
ま
た
は
大
臣
等
に
政
治
を
委
任
す
る
の

危
瞼
な
る
を
縷
述
せ
り
。
是
等
の
説
は
同
じ
く
専
制
君
主

だ
る
ル
イ
十
四
世
が
、
そ
の
孫
フ
イ
ソ
ッ
プ
が
西
班
牙
の
王

位
を
相
績
す
る
に
際
し
て
輿
へ
し
忠
言
ε
異
る
所
な
し
。

ま
π
彼
は
「
近
世
君
主
政
治
に
あ
り
て
は
、
君
圭
は
專
制

な
る
を
得
す
、
こ
れ
を
禦
醸
す
る
諸
機
置
薬
は
り
主
椹
を

分
有
す
」
ご
論
ず
る
も
、
（
第
五
項
黎
照
）
彼
自
身
は
こ
の

主
義
を
乱
行
せ
す
。
ま
た
當
時
の
芙
吉
利
を
共
和
國
に
加

へ
し
を
み
て
も
、
手
生
國
に
於
け
る
議
會
政
治
、
政
蕪
政

治
を
矛
盾
ご
考
へ
し
も
の
な
る
べ
し
。
要
す
る
に
彼
の
求

む
る
潜
主
政
治
は
そ
の
政
治
論
及
び
實
際
よ
り
観
れ
ば
、

専
制
濁
裁
・
王
義
の
も
の
、
外
こ
れ
な
き
な
り
。

　
然
ら
ば
彼
の
專
制
講
義
は
、
十
七
世
紀
時
代
の
そ
れ
ご

比
較
し
蓬
庭
な
き
も
の
な
る
か
。
君
主
専
制
の
主
義
と
實

　
　
　
第
九
巻
　
研
、
究
　
フ
レ
デ
リ
ツ
〃
二
世
の
欧
治
撃
説

行
に
就
き
て
は
、
十
七
世
紀
の
英
國
の
ス
チ
ゥ
ァ
童
ト
家

一
門
も
、
佛
國
の
ブ
ル
ボ
ン
家
一
門
も
、
フ
レ
デ
ソ
ッ
ク

ご
異
な
る
所
な
く
、
寧
ろ
ス
チ
ゥ
ァ
ー
ト
家
は
憲
政
の
登

達
に
よ
り
、
絶
え
ず
議
會
、
孝
志
の
禦
肘
を
受
け
て
、
事

實
專
制
な
る
を
得
す
。
ブ
ル
ボ
ン
家
も
、
貴
族
、
バ
ー
ル

マ
ン
の
備
荒
に
よ
り
、
君
凝
固
の
登
達
は
永
く
阻
害
せ
ら

れ
た
り
。
こ
れ
に
反
し
、
プ
ロ
シ
ャ
に
あ
－
て
は
、
文
化

懸
れ
て
登
達
し
、
而
も
ホ
ー
ヘ
ン
ツ
ナ
ル
レ
ル
ン
家
累
代

の
慈
父
ま
義
に
基
く
華
言
政
策
は
、
万
民
の
和
合
一
致
を

得
、
君
主
専
制
の
政
治
は
当
馬
抗
の
間
に
登
逮
し
來
れ
り
。

ま
た
君
主
の
義
務
諸
念
の
如
き
も
．
　
ス
チ
ゥ
ァ
ー
ト
家
の

一
門
殊
に
ぜ
ー
ム
ス
一
世
，
チ
ャ
…
〃
ス
一
世
や
ブ
ル
ボ

ン
家
の
川
イ
十
四
世
等
、
食
れ
も
敏
如
せ
る
に
非
す
。
強

烈
な
る
責
任
観
を
有
せ
し
事
は
、
其
の
施
政
の
上
に
も
現

は
れ
、
ま
た
そ
の
小
論
交
、
剛
門
に
與
べ
し
訓
諭
、
議
會

に
於
け
る
演
説
に
よ
る
も
明
瞭
な
琶
。
唯
彼
等
は
君
民
孚

岡
の
政
孚
渦
中
に
生
息
し
、
意
力
維
持
溝
は
伸
張
の
沁
め

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
一
　
（
四
四
輔
）



　
　
　
二
九
巷
　
研
究
　
フ
ソ
デ
壌
ソ
グ
ニ
世
の
政
沿
學
説

王
命
淋
授
論
，
君
主
至
上
主
義
の
下
に
、
民
衆
等
ご
戦
は

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
蓮
命
の
下
に
あ
り
し
を
以
て
、
勢
ひ
潜

主
の
樫
力
乃
至
椹
利
を
高
調
し
、
義
務
親
念
に
基
く
主
張

や
施
設
に
於
て
、
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
程
の
熟
誠
な
か
り
し
如

し
。
こ
れ
に
反
し
フ
レ
デ
ヲ
ソ
ク
は
王
樺
紳
画
論
や
君
主

罐
絶
硬
論
が
、
時
代
渥
れ
こ
な
り
し
十
入
世
紀
に
、
ホ
ー

ヘ
ン
ツ
ナ
ル
レ
ル
ン
家
の
相
績
者
ご
し
て
生
ま
れ
、
幼
よ

リ
キ
ケ
ロ
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
を
耽
藷
眠
し
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ

ジ
ウ
ス
に
私
淑
し
、
更
に
啓
蒙
期
の
思
想
に
瀬
養
せ
ら
れ

し
か
ば
．
勢
ひ
君
主
灌
に
關
す
る
時
代
慮
れ
の
致
治
論
に

耳
を
傾
く
る
を
得
す
、
ま
た
就
會
契
約
論
、
入
民
李
等
論

の
」
端
を
口
に
す
る
も
、
彼
の
性
格
、
霊
園
の
事
惜
に
ょ

う、

l
躍
し
て
塞
磐
主
政
治
に
範
を
垂
る
・
を
得
す
。

結
局
国
主
の
椹
力
、
里
子
に
就
き
て
の
論
箏
を
避
け
、
専

ら
君
主
の
義
務
責
任
を
高
調
し
て
、
亡
び
行
く
專
制
政
治

に
一
縷
の
光
明
を
與
へ
、
危
機
よ
り
救
は
む
ご
せ
し
も
の

な
り
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
、

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
二
　
（
四
四
二
）

　
君
主
は
國
家
の
第
一
の
有
司
、
奉
仕
者
な
り
ご
の
思
想

は
彼
の
論
文
書
翰
中
諸
燐
に
あ
ら
は
れ
、
潜
主
を
以
て
國

家
の
げ
℃
ヨ
託
2
8
＞
、
同
δ
年
⑯
　
げ
三
。
已
目
零
笛
。
葺
8
曝

露
δ
鷲
。
一
三
沼
田
お
討
叶
ゑ
卿
入
民
の
に
℃
藁
三
越
α
9
〒

奮
賦
ρ
器
㈹
一
。
覧
。
鼠
亀
一
琴
屯
。
。
欝
㌶
㈲
δ
9
亀
9
飼
げ
箕
。
塞

⇔
野
鴨
ヨ
嗣
⇔
螺
お
ゆ
こ
な
せ
り
、
こ
れ
等
の
用
語
は
意
義
に

於
て
は
全
く
同
一
に
て
、
孟
子
に
見
ゆ
・
る
民
爲
貴
、
就
穫

次
之
、
三
野
輕
ρ
回
心
章
句
下
）
ご
同
機
に
、
震
圭
の
義
務

専
念
を
あ
ら
は
す
標
語
に
て
、
震
主
が
慰
謝
國
民
に
甥
す

る
自
己
の
地
位
を
自
重
し
、
身
を
以
て
こ
れ
に
殉
じ
、
そ

の
義
務
職
掌
を
絶
す
べ
き
を
提
唱
し
た
る
に
て
、
こ
れ
を

主
構
所
在
の
上
よ
り
み
て
、
彼
が
主
纏
在
民
説
を
肯
定
す

る
も
の
こ
は
考
ふ
る
を
得
す
。

　
ま
た
「
政
府
の
形
態
及
び
君
主
の
義
務
に
顯
…
す
る
論
」
に

敵
て
は
、
前
に
蓮
べ
し
如
く
、
君
主
が
寵
幸
者
ま
た
は
少

数
の
大
臣
等
に
政
治
を
委
任
す
る
時
は
、
悪
弊
百
出
し
途

に
は
三
民
の
衝
突
を
見
る
に
至
る
べ
し
だ
し
、
更
に
㈲



●

　
君
主
は
圃
家
亀
こ
労
る
べ
か
ら
ざ
る
閣
係
に
あ
り
。
君
圭
は
入
民

　
の
苦
を
共
に
苦
み
、
趾
會
も
君
主
の
不
幸
を
共
に
忽
ぶ
べ
し
。

　
唯
そ
れ
墨
家
の
幸
幅
あ
る
の
み
。
君
主
が
そ
の
領
土
を
失
ふ
時

　
は
、
難
関
を
助
く
る
を
得
す
。
君
圭
が
己
む
を
得
す
債
務
を
費

　
ふ
時
は
、
貧
し
き
入
民
も
君
圭
の
爲
め
に
其
の
員
債
を
携
は
ざ

　
る
べ
か
ら
す
。
ま
た
入
口
少
な
・
＼
人
民
困
窮
の
歌
態
に
陥
る

　
時
は
、
君
主
は
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
奮
は
る
』
な
り
。
こ
れ
は
雫

　
ふ
餓
地
な
き
眞
理
に
て
、
こ
れ
以
上
説
く
べ
き
要
な
し
。
故
に

　
予
は
再
び
鴛
主
は
拙
家
を
代
表
す
§
習
は
む
。
君
主
ミ
入
府
は

　
　
一
艦
を
な
し
、
爾
者
U
致
せ
ざ
れ
ば
幸
薦
な
ら
す
。
君
主
の
励

．
會
に
於
け
る
、
頭
の
身
騰
に
於
け
る
が
翻
し
。
君
主
は
胱
會
の

　
利
盆
の
責
め
に
全
燈
を
観
、
熟
慮
の
後
行
動
す
べ
し
。
濟
主
制

　
が
共
和
棚
に
優
れ
り
ぐ
」
主
張
せ
む
に
は
、
需
主
は
活
動
的
、
忠

　
直
に
し
て
、
そ
の
職
務
の
爲
め
に
全
力
を
注
が
ざ
る
べ
か
ら
す
。

ε
，
ま
た
同
じ
論
文
に
㊥

　
君
主
は
人
畏
に
一
こ
り
て
は
家
長
、
家
父
に
て
、
如
何
な
る
揚
合

　
に
も
、
薄
命
の
者
を
庇
護
し
、
孤
児
の
父
－
こ
な
り
、
知
夫
、
寡

　
婦
を
助
け
、
宮
廷
の
左
右
の
者
の
如
く
に
貧
者
に
も
同
門
し
、

　
　
　
策
九
巻
　
、
研
究
　
ブ
レ
デ
リ
ツ
〃
二
世
の
政
油
學
観

　
栄
爵
な
き
者
に
は
萌
葱
を
施
す
べ
し
。
君
主
に
し
て
こ
れ
に
反

　
す
る
行
駕
あ
る
時
は
、
こ
れ
嘉
す
べ
・
き
義
務
を
怠
る
な
り
。
彼

　
等
は
そ
の
員
捲
、
す
る
重
荷
の
重
さ
も
霊
歌
を
も
知
ら
ざ
る
が
た

　
め
、
邪
路
に
迷
へ
る
な
り
。
冷
口
に
於
て
は
、
無
智
は
悪
事
よ

　
り
も
青
熟
重
し
．
．
批
評
家
は
，
此
君
主
論
を
嶽
て
躍
に
ス
ト
ア

　
漁
者
の
理
想
ざ
し
、
彼
等
が
唯
想
像
す
る
の
み
に
て
實
在
せ
す
、

　
強
み
て
求
む
れ
ば
マ
ル
ク
ス
・
ア
ゥ
レ
リ
ゥ
ス
｛
人
の
み
こ
れ

　
に
近
き
理
想
の
君
主
を
設
く
も
の
ε
し
て
葬
式
せ
む
。

ε
o
ま
だ
「
愛
國
心
に
嘉
す
る
書
翰
」
に
も
第
五
項
に
述
べ

し
如
く
、
濫
面
壁
は
一
家
の
如
く
、
君
民
の
苗
齢
は
父
子

の
野
阜
に
て
、
利
害
を
同
じ
く
し
、
苦
樂
を
共
に
す
べ
し

と
説
け
う
。
ま
た
「
現
代
史
」
序
論
に
は
、
君
主
は
選
民
の

利
害
の
認
め
に
、
外
國
ご
の
條
約
を
破
る
を
要
す
る
事
あ

り
ご
し
、
4
9

　
　
　
　
（

　
我
等
の
職
務
は
常
に
眼
を
入
民
の
利
盆
の
上
に
注
ぐ
事
に
あ
り

　
　
一
朝
、
同
盟
に
し
て
入
民
に
危
険
な
り
ざ
認
む
る
時
は
、
約
を

　
守
り
て
愚
民
を
危
険
に
曝
す
よ
り
も
、
寧
ろ
同
盟
を
破
棄
す
ぺ

　
き
な
り
。
こ
の
鮎
に
於
て
君
主
は
臣
幾
の
利
盆
の
黒
め
に
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
三
（
四
四
三
）



　
　
　
第
九
懸
　
研
究
　
フ
レ
デ
サ
ツ
〃
二
激
の
敦
泊
學
観

　
を
犠
牲
に
す
。

ご
述
べ
た
り
。
こ
れ
は
一
面
に
於
て
、
彼
の
機
敏
な
る
外

需
に
醤
す
る
辮
明
な
り
ご
錐
、
ま
た
他
面
に
於
て
は
、
三

時
一
驚
又
は
王
家
の
利
盆
の
臨
め
に
は
、
暴
民
の
犠
牲
を

顧
み
ざ
り
し
宮
廷
外
交
を
排
し
て
、
國
民
の
利
盆
を
専
ら

ビ
す
る
義
民
的
外
交
を
提
唱
し
た
る
も
の
ご
い
ふ
べ
く
、

ま
た
彼
の
主
義
た
る
濫
民
の
利
害
相
容
れ
ざ
る
場
合
に
は

一
利
を
先
き
に
す
べ
き
事
を
主
張
せ
る
も
の
な
り
。

　
而
し
て
、
此
の
重
大
な
る
責
任
を
負
ふ
所
の
君
主
は
、

國
民
の
信
頼
す
る
に
足
る
べ
き
総
明
の
天
寳
を
有
し
、
仁

慈
、
公
正
の
心
を
以
て
民
に
臨
む
べ
し
ご
し
、
「
マ
キ
ヤ
ヴ

ェ
ジ
駁
論
」
の
緒
言
に
は
、
「
霧
主
は
仁
慈
寛
大
、
早
智
の

反
影
こ
し
て
臣
民
に
模
範
を
示
す
べ
し
し
ご
い
ひ
、
ま
た

同
書
第
入
墨
に
は
「
潜
主
の
仁
慈
が
其
の
美
瓢
に
し
て
弱

黙
に
非
ざ
る
限
り
は
、
君
主
の
仁
慈
は
世
界
の
幸
編
の
爲

め
賀
す
べ
き
事
な
り
レ
？
し
述
べ
、
な
ほ
君
主
が
飽
く
な
き

野
心
に
騙
ら
れ
、
撃
壌
虚
儒
の
一
時
的
成
功
に
肢
惑
せ
ら

第
三
號
　
　
　
九
四
　
（
四
四
圏
）

る
な
か
ら
む
事
を
望
め
り
。

　
か
く
フ
レ
デ
リ
ソ
ク
は
君
主
の
義
務
責
任
を
高
唱
せ
し

が
、
其
の
七
型
政
治
に
於
て
も
、
産
業
の
振
興
、
こ
ε
に

農
業
の
保
護
奨
画
、
法
律
の
改
正
、
司
法
の
改
良
、
数
育

の
奨
働
、
宗
激
の
寛
容
等
に
就
き
、
彼
の
所
信
を
實
現
す

る
に
っ
ご
め
、
新
時
代
の
專
制
政
治
の
模
範
を
示
せ
り
。

ラ
ン
ケ
は
そ
の
プ
ロ
シ
ャ
史
に
於
て
⑯
論
語
の
「
子
日
、
震

子
惑
而
不
費
、
勢
而
不
怨
、
欲
望
不
貧
、
泰
瀬
不
馴
、
威

而
不
猛
云
々
」
の
一
章
を
引
き
、
こ
れ
を
以
て
フ
レ
デ
フ

ッ
ク
其
の
入
の
説
を
聞
く
が
如
き
戚
あ
り
ご
い
へ
り
。
蓋

し
フ
レ
デ
リ
ソ
ク
の
君
主
論
は
、
古
代
支
那
に
於
け
る
北

方
の
政
治
論
、
殊
に
孔
孟
の
政
治
説
に
類
す
る
所
多
く
、

＋
八
世
紀
に
於
け
る
啓
蒙
化
せ
ら
れ
た
る
専
制
政
治
は
、

支
那
の
所
謂
仁
政
に
近
く
。
民
を
貴
し
ご
し
潜
を
零
し
ご

し
、
民
利
を
先
に
す
る
黙
に
於
て
、
君
主
の
義
務
を
力
説

す
る
黙
忙
於
て
、
而
も
一
般
人
民
を
愚
民
親
し
、
政
治
に

墾
離
せ
し
め
ざ
る
黙
に
於
て
、
共
蓮
の
瓢
あ
る
は
こ
れ
を

■



認
む
る
を
得
べ
し
」

　
以
上
フ
レ
デ
ジ
ッ
ク
の
政
治
早
書
を
通
覧
す
る
に
、
彼

は
ス
ト
ア
霊
湯
．
啓
蒙
思
想
等
よ
り
人
間
嫌
等
論
に
出
塾

し
、
國
家
及
君
主
の
起
源
を
癒
會
契
約
に
よ
り
て
説
明
す

る
も
、
主
権
の
所
在
、
瀦
主
構
の
本
質
に
饗
す
る
論
議
を

避
け
、
專
ら
君
圭
の
義
務
を
力
説
し
て
、
過
去
の
專
制
政

治
ピ
現
代
の
政
治
思
想
こ
の
要
協
を
は
か
り
、
啓
蒙
化
せ

ら
れ
た
る
専
制
政
治
の
政
治
思
想
を
譲
与
す
る
に
つ
ご
め

た
り
。
遜
れ
ざ
も
、
’
此
の
種
の
專
制
政
治
も
、
民
本
の
理

想
を
離
れ
て
は
、
鉱
質
形
態
共
に
鴛
瓦
の
概
言
政
治
ご
異

な
る
所
な
く
、
一
般
交
化
の
向
上
に
つ
れ
て
永
績
す
べ
き

も
の
に
あ
ら
す
。
彼
の
死
後
、
プ
ロ
シ
ャ
が
一
時
衰
頽
の

域
に
入
り
し
は
、
諸
種
の
原
因
あ
り
し
ビ
は
い
へ
、
專
制

政
治
の
弊
の
曝
露
し
た
る
も
の
に
し
て
、
彼
が
共
和
政
治

讃
美
に
關
回
し
て
述
べ
し
君
主
政
治
の
一
三
が
事
實
ご
な

弓
て
あ
ら
は
れ
し
も
の
と
い
ふ
べ
し
（
第
五
項
墾
照
）
。
ま

た
此
の
種
の
専
制
政
治
の
特
徴
ご
す
る
民
本
思
想
、
君
主

　
　
　
第
丸
・
巻
　
　
研
　
究
　
　
フ
ソ
デ
リ
ソ
〃
二
世
の
政
治
學
観

の
責
任
愈
重
も
、
ジ
ャ
ネ
ー
の
論
ず
る
如
く
㈲
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
の
初
め
て
提
唱
せ
る
も
の
に
あ
ら
す
。
ル
イ
十
四
世
が

常
磐
駿
主
蓑
の
名
の
下
に
理
解
せ
し
思
想
を
、
ス
ト
ア
警

急
の
名
の
下
に
力
説
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
ら
む
も
、
彼

の
政
治
論
に
見
ゆ
る
思
索
の
自
由
ご
研
究
的
精
紳
ご
は
否

定
す
る
を
得
ざ
る
べ
し
。
（
完
結
）

　
註
（
莇
號
に
臨
く
）
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ω
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び
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H
囲
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艮
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段
一
〇
〇
隆
恥
O
く
9
話
鋤
O
o
a
8
μ
≦
§
一
〇
m
．

　
（
み
ゅ
）
　
H
露
鳥
戸
H
掬
や
8
の
漏
H
O

　
（
お
）
　
H
び
峯
陣
●
H
H
簗
ω
ε
冨
傷
。
舅
。
口
仲
。
彰
写
諺
く
碧
な
8
零
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（
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李
・
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（
ま
）

第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
釜
据
鱈
正
亡
隠
勢

×
ぐ
目

縁
8
宮
美
く
。
鐸
力
碧
ぽ
励
む
。
陣
【
霊
づ
虫
。
｝
6
ノ
〈
巴
お
×
屠
圃
Z
旨
O
N
美
O
罵

切
ぽ
剛
6
吋
箕
2
ω
し
。
ぎ
ぎ
鴛
Ω
0
8
気
。
】
誘
ρ

弓
p
翠
霞
考
ρ
＝
デ
ε
ぎ
集
。
回
p
。
。
鉱
2
8
剛
乱
三
ρ
器
自
p
こ
の
零
・
。

吋
も
電
器
裟
8
ド
影
o
H
a
や
α
二

間
己

F
き
ロ

　
ラ
ン
ケ
が
そ
の
プ
ロ
シ
ャ
更
に
引
用
ぜ
し
論
語
の
一
章
・
に
（
第
六
順
）
猫

逸
語
に
て
諦
載
ぜ
ら
れ
宍
り
。
こ
れ
に
其
の
脚
註
に
に
u
饒
望
。
ゴ

嗣
』
亭
冤
三
ぎ
層
碧
二
常
旨
O
§
門
戸
δ
冨
無
呂
窪
。
冨
H
ゆ
O
ビ
見
え
て
．
，
ポ

錐
三
號

九
山
ハ
　
（
凶
四
六
）

ー
チ
ェ
ー
の
佛
羅
な
彼
が
更
に
猫
逸
語
に
霊
羅
し
て
載
ぜ
糞
う
も
の
ト

如
し
Q
卜
し
て
ボ
τ
チ
ェ
ー
の
郷
謬
に
6
9
｝
o
冨
傘
㌶
窪
。
冨
轡
霧

【
雀
ρ
貫
O
劉
く
戦
O
紛
μ
の
劇
μ
為
指
一
一
－
も
の
皇
考
へ
ら
る
、
－
も
、
該
書
に
山
尽
都
帝

國
大
豊
焚
書
館
其
の
他
二
三
の
先
搬
知
人
の
藏
書
中
に
な
く
、
巳
む
な

得
沸
ン
ラ
ン
ケ
の
羅
丈
に
よ
り
、
こ
れ
’
に
．
醤
艇
…
す
ろ
一
直
藷
の
首
丈
た
、
絵
備

索
す
ろ
事
こ
な
り
、
畏
友
武
内
宜
郷
氏
の
説
に
よ
り
、
艶
臼
第
二
十
の

君
子
惑
而
不
調
の
～
章
ミ
推
定
せ
り
。
こ
・
に
同
規
の
卿
摩
意
為
感
謝

す
。

尋
尊
曾
正
£
時
勢

（
上
）

牧
　
．
野

信

之

助

　
　
本
編
は
尋
奪
の
外
に
経
過
僧
正
，
一
條
意
趣
の
研
究
を
合
し

　
　
て
一
過
渡
時
代
の
断
面
を
關
明
し
や
う
さ
企
耀
し
た
三
部
作

　
　
の
一
で
あ
る
。

　
尋
奪
の
名
聲
は
彼
の
野
際
に
占
め
て
み
た
位
畳
に
比
例

し
て
高
く
は
な
い
。
彼
は
時
代
の
立
物
で
も
代
表
藩
で
も

な
い
。
唯
然
し
な
が
ら
そ
の
嘉
し
た
学
識
は
立
派
に
一
重

要
時
期
の
断
面
を
示
し
て
籐
り
あ
る
。
彼
は
中
世
か
ら
近

世
へ
の
難
路
の
序
幕
を
眺
め
て
立
つ
た
一
審
劉
者
で
は
あ

っ
た
が
、
さ
れ
ば
ご
云
っ
て
決
し
て
公
李
な
判
断
を
加
へ
得

る
着
り
役
で
は
．
な
か
っ
た
。
勿
論
そ
の
残
し
て
行
っ
た
材

料
を
使
用
し
て
時
代
の
断
面
を
端
摩
し
や
う
こ
す
る
の
に

は
短
め
顧
慮
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
係
る
べ
き
で
あ
る
。

ー


